
令和２年３月６日（金）

議 事 委員の意見要旨と議案修正・否決等 採 否

不利益処分についての審査請求事案（平成３０年度事件番号２）にか

かる審議について（継続審査）

不利益処分についての審査請求事案（平成３０年度事件番号２）につ
いて審議。継続審議とする。 継続審議

令和２年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験実施計画について

奈良県・市町村土木職員採用共同試験の実施計画について審議。全委
員異議なく承認。 可 決

職員に関する条例の制定に伴う意見について

令和２年２月議会に提出された以下の条例案
① 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

② 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
③ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条

例の一部を改正する条例
④ 知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

について、県議会議長から人事委員会の意見を求められているため、
回答するもの。
審議の結果、①から③までは適当と認め、④は「一般職の職員の給与

の減額措置については、令和元年10月の人事委員会報告においても言及
しているところですが、本県の厳しい財政事情等に鑑み実施された経緯

があるとはいえ、地方公務員法に定める給与決定の原則と異なるもので

あるため、このような措置は早期に解消されるべきと考えます。」との

意見を提出することで全委員異議なく承認。 可 決

勤務条件に関する措置要求事案（令和元年度（措）事件番号１）に関

する事実調査について

勤務条件に関する措置要求事案（令和元年度（措）事件番号１）に関
する事実調査について審議。全委員異議なく承認。 可 決

報 告 内 容 採 否

職務に専念する義務の免除について

知事、教育長及び警察本部長から協議のあった職務に専念する義務の

免除について、委員会を開く暇がなく事務局長専決としたことを報告す
るもの。


